
建築物⼜は第⼀種特定⼯作物に該当する系統⽤蓄電池の設置を目的とした⼀定規模以上の
開発⾏為を⾏う場合は、都市計画法に基づく開発許可等が必要となります。 
下記フローをご確認の上、開発許可等が必要と思われる場合は、開発指導室までご相談く
ださい。 
 電気事業法第 2 条第 1 項第 16 号に規定する電気事業（⼩売電気事業及び特定卸供給

事業を除く）の⽤に供する同項 18 号に規定する電気⼯作物※1 

該当する 該当しない 

危険物（建築基準法施⾏令第 116 条第 1 項の表の危険物品
の種類の欄に掲げる危険物）の含有の有無 

含有する         
（第⼀種特定⼯作物） 

含有しない 

建築基準法第２条第１項に定める建築物
（蓄電池を収納する専⽤コンテナを複数
積み重ねたものを含む）※2 

該当する 該当しない 

開発⾏為をしようとする計画地（開発区域）の規模等により許可が必要 
計画地が存する区域 許可を要する計画地の規模等 
市街化区域内 1,000 ㎡以上 
準都市計画区域内 3,000 ㎡以上 
都市計画区域外 10,000 ㎡以上※3 
市街化調整区域内 建築物の建築、改築若しくは⽤

途変更⼜は第⼀種特定⼯作物の
新設（許可基準未整備のため、
現段階においては設置不可） 

都市計画法第 29 条第 1
項・第 2 項の許可、第 43
条第 1 項の許可を要さない
（適⽤除外） 

※1「系統⽤蓄電池の開発許可制度上の取
扱いについて（技術的助⾔）」R7.4.8 国
都計第 7 号 
※2「蓄電池を収納する専⽤コンテナに係
る建築基準法上の取扱いについて（技術
的助⾔）」H25.3.29 国住指第 4846 号） 
※3 計画地の規模が 3,000 ㎡以上の場
合、「開発確認」の⼿続きが必要になりま
す 

※建築基準法、電気事業法等の関係法令については事業者
において確認してください 

令和 8 年 4 ⽉１⽇ 
⼤分市開発建築指導課 開発指導室 


